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衆
議
院
議
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大
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健
介
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提
出
「
二
〇
二
五
年
国
際
博
覧
会
検
討
会
報
告
書
（
案
）
〜
関
西
弁
バ
ー
ジ
ョ
ン
〜
」
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
大
西
健
介
君
提
出
「
二
〇
二
五
年
国
際
博
覧
会
検
討
会
報
告
書
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）
〜
関
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弁
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」
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関

す
る
質
問
に
対
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答
弁
書

一
に
つ
い
て

第
三
回
二
〇
二
五
年
国
際
博
覧
会
検
討
会
に
お
い
て
参
考
資
料
と
し
て
配
布
し
た
「
二
〇
二
五
年
国
際
博
覧
会
検
討
会
報

告
書
（
案
）
〜
関
西
弁
バ
ー
ジ
ョ
ン
（
試
作
品
）
〜
」
（
以
下
「
関
西
弁
バ
ー
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
は
、
「
二
〇
二
五
年

国
際
博
覧
会
検
討
会
報
告
書
（
案
）
」
の
内
容
を
よ
り
多
く
の
方
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
一
助
に
な
れ
ば
良
い
と
考
え
て

作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

関
西
弁
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、第
三
回
二
〇
二
五
年
国
際
博
覧
会
検
討
会
に
お
い
て
参
考
資
料
と
し
て
配
布
し
た
が
、

同
検
討
会
の
後
に
「
不
適
切
な
表
現
が
あ
る
」
、
「
配
慮
が
足
り
な
い
点
が
あ
る
」
等
の
様
々
な
批
判
が
外
部
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
と
こ
ろ
、
当
該
批
判
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
作
成
し
た
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
、
撤
回
す

る
こ
と
と
し
た
。

三
に
つ
い
て

一



関
西
弁
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
第
三
回
二
〇
二
五
年
国
際
博
覧
会
検
討
会
の
参
考
資
料
と
し
て
配
布
す
る
こ
と
は
、
経
済
産
業
省

大
臣
官
房
商
務
流
通
保
安
審
議
官
が
了
解
し
た
。

四
に
つ
い
て

本
件
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
職
員
に
対
す
る
処
分
は
行
っ
て
い
な
い
。

二


